
　
つ
い
で
法
名
の
「
道
善
」
と
「
道
喜
」
は
い
ず
れ
が
正
し
い
で

あ
ろ
う
か
。
図
田
帳
写
し
の
諸
本
よ
り
「
道
善
」
い
う
法
名
の
人

物
を
探
す
と
、
「
竃
門
又
太
郎
貞
継
」
と
「
大
炊
三
郎
蔵
人
能

楽
」
の
二
人
が
い
る
。
能
楽
の
ほ
う
は
、
大
友
三
代
順
奉
の
弟
で

野
津
原
氏
を
名
乗
る
者
で
、
専
門
氏
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
残
る

　
「
道
善
」
は
「
専
門
又
次
郎
貞
継
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
さ
ら
に
、
「
道
喜
」
は
誤
り
で
「
道
善
」
が
正
し
い
こ
と
は
、

御
霊
社
に
あ
る
専
門
氏
墓
地
の
「
沙
弥
道
善
」
と
刻
ま
れ
た
五
輪

塔
の
台
座
銘
が
決
定
的
な
証
明
と
な
る
の
で
あ
る
。

一
一

一

鎌
倉
遺
文

　
「
豊
後
国
大
田
文
の
伝
写
過
程
と
現
存
写
本
」
渡
辺
澄
夫
先

生
古
希
記
念
事
業
会
編
「
九
州
中
世
社
会
の
研
究
」

別
府
温
泉
の
守
り
神

　
火
男
火
売
神
社
の
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
安
　
部
　
作
　
男

　
火
売
神
社
の
位
置
は
別
府
市
大
字
鶴
見
九
四
八
番
地

　
　
一
、
境
内
地
　
二
九
一
五
坪
○
六

　
　
二
、
建
　
物
　
本
殿
以
下
六
棟

　
　
三
、
祭
儀
及
び
行
事
、
例
祭
十
月
十
七
日
そ
の
他
年
中
祭
儀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
十
二
回
。

　
○
氏
子
は
氏
神
と
歴
史
的
関
連
を
も
つ
地
区
（
氏
子
区
域
と
云

い
、
当
神
社
の
区
域
は
別
府
市
大
字
鶴
見
全
域
で
あ
る
）
に
住
み

そ
の
神
社
を
信
仰
崇
敬
し
、
そ
の
維
持
に
つ
い
て
義
務
を
負
う
者

と
成
っ
て
い
る
。
江
戸
時
代
か
ら
続
い
て
い
る
氏
子
の
集
落
が
、

十
ケ
村
あ
っ
て
、
明
器
組
、
小
倉
組
、
竹
の
内
組
、
大
畑
組
、
原

組
（
現
鶴
見
町
）
　
馬
場
組
、
森
山
組
（
現
新
別
府
町
）
実
相
寺

組
、
中
組
（
現
火
売
町
）
北
中
組
、
以
上
で
あ
る
。

○
火
男
火
売
神
社
由
来
記
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其
山
霊
の
神
と
は
如
何
な
る
大
神
に
座
坐
や
、
御
名
は
詳
に
知

ら
ざ
れ
ど
も
、
霊
の
神
と
は
火
神
火
産
霊
神
と
知
ら
さ
れ
た
り
。

　
古
伝
の
記
に
依
り
謹
て
考
奉
に
、
遠
っ
神
代
に
、
神
伊
邪
那
伎

神
、
妹
伊
邪
那
美
神
、
妹
背
二
柱
嫁
継
玉
ひ
て
国
の
八
十
国
、
島

の
八
十
島
を
生
給
ひ
、
八
百
萬
神
等
を
生
給
ひ
て
、
麻
奈
弟
子
に

火
給
神
を
生
玉
ふ
。
此
時
、
伊
邪
那
美
神
、
御
蕃
登
を
焼
え
て
、

神
退
玉
ひ
し
か
ば
伊
邪
那
伎
神
怒
り
坐
て
斬
り
玉
ふ
。
火
結
神
の

御
体
よ
り
化
り
、
天
香
山
を
始
め
磐
群
木
草
海
水
の
底
に
至
ま
で

火
を
含
又
物
な
し
と
。
件
の
伝
を
以
て
、
山
の
霊
は
火
産
霊
神
な

る
事
を
知
ら
れ
た
り
。

　
○
嘉
祥
二
年
（
西
暦
八
四
九
年
）
六
月
一
日
、
火
男
、
火
売
二

神
に
対
し
て
、
朝
廷
（
仁
明
天
皇
）
か
ら
徒
五
位
下
を
授
け
ら
れ

た
。
（
続
日
本
後
紀
）

　
文
徳
天
皇
の
御
代
（
八
五
〇
～
八
五
八
）
当
地
の
豪
族
鶴
見
為

重
が
勅
命
に
よ
っ
て
火
売
神
社
の
別
当
職
に
兼
補
せ
ら
れ
た
と
い

う
。
な
お
、
同
氏
の
祖
秀
澄
は
、
天
応
元
年
（
七
八
一
）
に
鶴
見

郷
内
に
居
館
を
構
え
た
と
い
う
。
（
鶴
見
氏
譜
系
図
）
　
そ
の
居

館
の
跡
を
瓦
屋
敷
と
呼
び
字
名
に
も
残
れ
り
。

　
○
貞
観
九
年
（
八
六
七
）
　
一
月
二
十
日
、
鶴
見
山
が
噴
火
を
し

て
、
鳴
動
は
三
日
間
続
き
、
降
灰
は
数
里
の
間
に
積
っ
た
。

二
月
二
十
六
日
、
こ
の
事
を
太
宰
府
よ
り
朝
廷
（
清
和
天
皇
）
に

報
告
を
し
た
。
四
月
三
日
、
朝
廷
は
豊
後
国
司
に
命
じ
て
、
火
男

火
売
の
二
神
の
怒
り
を
や
わ
ら
げ
る
た
め
に
、
神
前
で
大
般
若
経

を
読
ま
せ
た
。
八
月
十
六
日
、
二
神
に
正
五
位
下
を
授
け
た
。

　
（
三
代
実
録
）

　
こ
れ
に
よ
っ
て
わ
か
る
よ
う
に
火
男
、
火
売
二
神
は
、
火
の
山

鶴
見
の
二
峯
（
男
嶽
、
女
嶽
）
を
神
格
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
山
そ
の
も
の
が
神
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、

当
神
社
の
起
源
は
極
め
て
古
い
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
別
府
温
泉
は

鶴
見
火
山
の
お
か
げ
で
湧
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
社
の

御
祭
神
は
別
府
温
泉
の
守
り
神
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。

　
　
○
延
長
五
年
（
九
二
七
）
　
「
延
善
式
」
五
十
巻
が
で
き
た
。

　
そ
の
「
神
名
帳
」
に
記
載
さ
れ
て
、
毎
年
二
月
の
新
年
祭
に
当

り
、
神
祗
官
、
も
し
く
は
国
司
か
ら
奉
幣
に
預
る
神
社
を
「
延
喜

式
内
社
」
・
「
式
内
社
」
・
「
官
社
」
な
ど
と
よ
ん
だ
。
火
売
神

社
も
式
内
社
に
列
し
た
。
豊
後
国
で
は
火
売
神
社
の
ほ
か
に
直
入

郡
の
建
男
霜
凝
日
子
神
社
（
嘔
嶽
大
明
神
）
大
分
郡
の
（
大
分
町

東
植
田
）
西
寒
多
神
社
、
速
見
郡
（
大
分
郡
湯
布
院
）
の
宇
奈
岐
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日
女
神
社
、
海
部
郡
（
北
海
部
郡
佐
賀
関
町
の
早
吸
日
女
神
社

　
（
関
の
権
現
様
）
な
ど
合
計
五
社
が
式
内
社
に
列
し
て
い
た
に
す

ぎ
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
火
売
神
社
が
「
高
神
様
」
で
あ
っ
た
か

証
明
が
出
来
る
。
（
以
上
火
男
火
売
神
社
年
表
よ
り
）

　
　
○
弘
安
十
年
（
こ
一
八
七
）
八
月
に
、
神
官
の
加
藤
氏
の
先

祖
が
加
藤
兼
定
と
い
い
讃
岐
国
か
ら
火
売
神
社
に
来
た
り
て
、
宮

園
屋
敷
に
居
館
を
建
て
住
居
す
。
（
加
藤
氏
系
図
）

　
弘
安
の
頃
は
火
売
神
社
の
土
地
は
十
五
町
余
の
神
領
を
有
し
て

い
た
。
こ
の
当
時
、
比
叡
山
延
暦
寺
の
地
頭
、
大
友
兵
庫
人
道
と

記
載
さ
れ
て
い
る
（
弘
安
図
田
帳
）
も
あ
り
代
々
大
友
氏
が
火
売

神
社
の
関
り
を
持
つ
事
に
も
成
っ
た
。

　
そ
の
後
、
大
友
氏
が
滅
亡
し
て
、
慶
長
六
年
二
月
（
一
六
〇

一
）
久
留
島
康
親
が
伊
予
来
島
か
ら
玖
珠
郡
森
に
入
城
し
て
か
ら

は
大
字
鶴
見
（
鶴
見
千
石
）
は
久
留
島
領
の
飛
地
と
な
り
、
明
治

迄
続
い
て
火
売
神
社
も
久
留
島
氏
の
恩
厚
を
受
け
て
来
た
。

　
　
○
江
戸
時
代
に
豊
前
中
津
の
国
学
者
の
渡
辺
重
名
が
、
火
売

　
神
社
に
献
詠
し
た
長
歌
を
左
に
記
す
。

詠
豊
後
国
速
見
郡
温
泉
長
歌

　
天
地
は
あ
や
し
き
も
の
か
、
大
男
の
神
、
火
売
の
神
の
二
柱
、

神
の
守
れ
る
天
飛
や
、
鶴
見
の
山
ゆ
、
出
る
ゆ
の
、

　
こ
こ
に
か
し
こ
に
遊
あ
み
し
て
、
世
の
人
皆
の
病
を
し
、

ゆ
あ
み
す
る
み
は
、
ゆ
と
云
は
、
比
二
神
の
御
霊
と
も
、

　
し
ら
で
こ
ち
た
き
西
の
辺
に
、
生
き
た
る
人
の
よ
し
も
な
き
、

佛
ほ
さ
つ
の
な
す
わ
ざ
と
、
あ
ら
ぬ
事
も
て
呼
人
は

　
是
そ
痴
人
、
お
の
が
身
に
、
鳥
に
獣
に
も
の
い
は
ぬ
、

竹
木
に
石
に
千
万
の
、
天
と
地
と
の
中
に
生
、

　
物
み
な
神
の
御
魂
に
て
、
く
し
き
み
わ
さ
は
神
わ
さ
と
、

仰
き
か
し
こ
み
御
湯
の
神
、
温
泉
の
神
と
玉
く
し
げ
、

　
比
二
神
と
大
己
貴
、
少
名
御
神
の
御
霊
そ
と
、

お
も
ひ
貞
め
て
観
と
云
、
年
に
し
る
せ
し
天
皇
の
、

　
三
代
の
御
門
の
実
な
る
、
書
を
録
せ
し
大
み
ふ
み
、

見
る
人
皆
も
み
ぬ
人
も
、
千
年
む
か
し
思
い
出
て
、

　
わ
か
日
本
の
真
心
の
、
す
く
な
る
道
に
立
帰
り
、

つ
か
へ
ま
つ
ら
な
か
く
し
あ
ら
ば
、
い
や
ま
す
、
に
ゆ
け
む
り
の

　
さ
か
え
つ
ゆ
か
む
天
の
益
人

　
事
見
千
三
代
実
録
貞
観
九
年
丁
亥
二
月
廿
六
日
の
条

　
　
　
　
　
　
　
　
従
五
位
下
、
藤
原
重
名
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資
料
、
新
別
府
町
五
組
、
永
野
金
次
郎
氏
蔵
書

　
　
　
　
（
原
文
の
ま
ま
）

　
　
「
式
内
大
男
火
売
り
神
社
記
」

　
　
　
　
　
　
明
治
五
年
、
神
職
　
加
藤
兼
足

　
当
今
ノ
社
ョ
リ
距
ル
事
、
二
十
町
程
ノ
山
腹
二
、
元
祠
の
趾
ア

リ
。
今
二
至
ル
迄
、
民
挙
テ
元
宮
ト
称
ス
、
其
ノ
下
ヲ
、
元
宮
谷

ト
云
フ
。
其
ノ
上
二
祭
礼
ノ
節
、
市
ヲ
ナ
セ
シ
趾
ア
リ
。

　
市
恵
比
寿
ノ
石
体
、
今
猶
存
セ
リ
。
此
ノ
市
恵
比
寿
ノ
事
、

当
国
遠
近
ノ
漁
人
共
、
皆
知
ル
処
ニ
テ
、
来
リ
テ
得
魚
ヲ
祈
レ

リ
。
其
ノ
下
ヲ
鶴
ノ
台
卜
称
ス
。
此
ノ
地
ハ
神
事
ヲ
行
ノ
趾
ナ

リ
。
鶴
ノ
足
趾
ナ
ド
ヲ
刻
セ
シ
石
ア
リ
。

　
祓
川
、
其
ノ
下
二
流
ル
、
藪
田
ノ
趾
此
地
ニ
ア
リ
。

当
今
ノ
社
地
二
社
ヲ
遷
セ
シ
ハ
、
蓋
シ
、
大
宮
司
祠
官
及
ビ
諸
人

参
拝
二
便
ナ
ラ
ザ
ル
ヲ
以
テ
カ
。
（
以
上
）

　
鶴
見
町
八
組
の
久
士
目
輝
氏
の
倉
庫
建
直
の
折
に
発
見
し
た
火

売
神
社
関
係
の
資
料
は
、
次
の
よ
う
に
成
っ
て
い
る
。

　
　
　
（
原
文
の
ま
ま
）

　
　
久
士
目
順
三
郎
之
世
話
致
何
年
度
事
由
帳

　
　
　
明
治
十
五
年

　
火
男
火
資
神
社
　
　
第
五
月

　
題
□

□
し
く
惟
る
に
、
我
速
見
郡
鶴
見
村
に
鎮
座
在
ま
す
、
火
男
火
喪

　
神
社
二
座
者
、
遠
く
濫
脂
の
源
を
知
ら
す
と
雖
、

仁
明
天
皇
、
嘉
祥
二
年
六
月
奉
に
授
、
豊
後
国
火
男
火
吽
神
並
従

　
五
位
下
、
又
、
清
和
天
皇
、
貞
観
九
年
八
月
十
六
日
、
並
正
五

位
下
授
、
と
あ
り
て
其
位
田
の
地
を
、
天
子
よ
り
賜
り
、
弘
安

　
図
田
帳
に
も
鶴
見
社
御
神
領
十
五
町
余
と
見
へ
た
り
。

以
後
、
連
綿
と
し
て
大
友
氏
の
頃
ま
で
は
、
尚
富
国
の
大
社
な
り

　
し
も
同
氏
滅
亡
の
後
、
社
頭
終
に
没
収
し
ぬ
れ
ば
、
其
位
田
の

地
は
、
今
猶
存
せ
り
、
寛
永
年
中
、
久
留
島
氏
富
郡
を
領
せ
ら
る

る
に
　
及
て
、
田
若
チ
反
、
山
林
若
千
丁
を
寄
附
し
て
、
祭
祀
、

修
繕
の
費
途
に
奉
せ
し
處
、
明
治
維
新
の
今
日
に
至
り
て
者
、

　
又
、
朝
廷
の
古
へ
に
□
り
て
官
有
地
に
帰
せ
り
、
而
し
て
社
格

は
鰐
社
に
列
せ
ら
る
、
績
て
七
年
十
一
月
の
火
災
に
社
殿
残
ら
ず

　
焼
亡
し
て
造
営
未
だ
成
ら
ず
、
夫
れ
敬
神
愛
国
は
富
今
の
朝
旨

祭
政
一
致
は
、
皇
国
の
薔
典
、
敬
神
即
ち
愛
国
な
れ
ば
、
萄
く
も
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皇
国
の
人
民
た
ら
ん
と
の
誰
か
敬
愛
の
心
な
か
ら
ん
や
、

か
か
る
著
明
の
尊
き
御
神
に
ま
し
ま
し
て
、
今
日
殿
宇
の
荒
屠
す

　
る
壹
に
徒
手
し
て
拝
観
す
る
に
忍
ん
や

　
さ
れ
ど
も
僅
、
こ
の
氏
子
微
力
の
反
所
に
あ
ら
す
、
依
り
て
、

再
建
並
管
内
一
般
へ
募
縁
の
官
許
を
得
て
、
普
く
寄
進
の
力
を
請

　
ふ
に
な
ん
翼
く
は
四
方
及
諸
君
、
金
殼
を
問
は
ず
、
多
寡
を
論

せ
す
、
流
域
の
寄
附
あ
り
て
造
讐
の
力
を
助
け
賜
は
、
直
に
氏
子

　
の
幸
福
の
み
な
ら
ず
、
神
慮
を
安
く
奉
り
て
長
く
国
家
の
呵
護

を
祈
む
と
云
ふ
こ
と
爾
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
直
江
重
治
　
　
　
在
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
安
部
得
兵
衛
　
　
在
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
川
義
八
　
　
　
在
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
後
略
）

　
　
　
　
参
考
資
料
　
　
続
日
本
後
紀
　
三
代
実
録

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
火
売
神
社
年
表
　
加
藤
氏
系
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鶴
見
氏
譜
系
図
　
弘
安
図
田
帳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
玖
珠
郡
誌
　
久
士
目
家
文
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
半
田
康
夫
氏
火
売
神
研
究
控

豊
後
浄
瑠
璃
へ
の
挑
戦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
河
　
野
　
清
　
文

　
　
「
降
り
よ
る
」
「
降
っ
ち
ょ
る
」
と
い
う
郷
土
の
方
言
ほ
ど
、

現
在
進
行
形
を
適
確
に
あ
ら
わ
す
言
葉
は
な
い
と
い
わ
れ
ま
す
。

　
方
言
は
、
標
準
語
が
国
家
統
一
の
手
段
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
以
来
、
国
家
統
一
を
妨
げ
る
「
悪
し
き
こ
と
ば
」
と
い
う

レ
ッ
テ
ル
が
貼
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
放
言
研
究
は
も

っ
ぱ
ら
「
悪
し
き
こ
と
ば
」
を
標
準
語
に
修
正
す
る
手
立
て
の
一

環
と
し
て
、
言
葉
そ
の
も
の
を
解
剖
し
標
準
語
に
か
え
て
し
ま
う

た
め
の
研
究
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
、
方
言
を
消
し
去
る
た
め
の
方
言
研
究
に
対
し
、

画
期
的
な
指
針
を
あ
た
え
た
の
が
柳
田
一
男
の
「
蝸
牛
考
」
で
し

た
。
方
言
の
中
か
ら
常
民
の
文
化
構
造
、
地
方
の
固
有
性
や
そ
の

相
互
の
関
連
を
明
ら
か
に
す
る
新
し
い
分
野
が
開
か
れ
、
方
言
が

日
の
目
を
み
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
今
日
、
マ
ス
コ
メ
デ
ィ
ア
に
よ
り
言
語
の
画
一
化
が
進
み
、
地

域
の
風
土
や
歴
史
に
育
ま
れ
、
生
活
語
と
し
て
親
し
ま
れ
て
き
た
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